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と｢COCOA｣をご利用ください

②新型コロナウイルス感染症防止に伴う事業等

の中止をお知らせします

③市内旅館・ホテルでリモートワークをしませんか

④新鮮野菜を詰め合わせた｢野菜 BOX｣を

リニューアルします

⑤テイクアウト商品宅配サービスの対象店舗が

変更になりました

⑥｢笠間市プレミアム付商品券 2020｣を

発行します

⑦ 9月連休のごみ収集･し尿汲み取り･浄化槽

清掃の日程をお知らせします

⑧介護用品購入券の支給申請を受け付けます

⑨皆さんの意見をお聞かせください

～パブリック・コメント手続き制度～

⑩不動産公売に参加しませんか

⑪浄化槽は維持管理と法定検査が必要です

⑫笠間市農業公社の職員を募集します

⑬いこいの家はなさかからのお知らせです

⑭これからの公共施設について

第4回 -取組1長寿命化-

令和2年 8月 27 日 第 2‐15号

①ぺージ
2020-0827

〇メール通知システム「いばらきアマビエちゃん」（県独自システム）

新型コロナウイルス感染者が発生した場合に、その感染者と同じ日に施設を利用した方にメー

ルでお知らせします。

事業者の方は、システムへの登録と感染防止対策宣誓書の掲示をお願いします。

市民の皆さんは、お出かけの際に各店舗での登録をお願いします。

〇接触確認アプリ「COCOA」（厚生労働省推奨アプリ）

新型コロナウイルス感染者と 1メートル以内、15分以上接触した可能性がある場合、通知を受

け取れるスマートフォンアプリです。アプリ利用者間での接触の場合に有効になるアプリですの

で、より多くの登録をお願いします。

問 健康増進課 ℡ 0296-77-9145

① 接触確認システム｢いばらきアマビエちゃん｣と ｢COCOA」

をご利用ください

事業者登録フォーム

【回覧】お早めに回してください 全 8 ページ (A3…2 枚)



新型コロナウイルス感染症の感染防止のため、つぎの事業が中止となります。

詳細は各窓口へお問い合わせください。

② 新型コロナウイルス感染症防止に伴う事業等の中止をお知らせします

内容 問

9 月 26 日（土）･ 27 日（日）

第 14 回 かさま新栗まつり
農政課(内線 526)

9 月 19 日（土）～22 日（火･祝）

第 9回 笠間浪漫

（一社)笠間観光協会

℡ 0296-72-9222 ※月曜休

②ぺージ
2020-0827

「申」は申し込み先、「問」は問い合わせ先の略です。

リモートワークやサテライトオフィスの需要が全国的に高まる中、コロナ禍における市内の旅

館･ホテルの支援をかねた新たな事業創出に資する検討を行うため、客室でのリモートワーク利

用者を募集します。

期間 令和3年 1月 21日（木）まで（延長の場合あり） （8月 25 日時点）

※Wi-Fi 設備がない施設においては、市でモバイル Wi-Fi を貸し出します。

施設利用時間 午前 8時 30 分～午後 5時 30 分（土日祝日を除く）

※ETOWA KASAMA のみ午前 9時～午後 6時

利用上の注意

・受付は旅館・ホテルではなく市で行いますので、旅館・ホテルには直接連絡なさらないよう

お願いします。

・市の指定する体調チェックリストを利用する旅館・ホテルに提出していただきます。

・湯茶接待等の通常実施するサービスは行わず、施設により利用条件が異なりますので、詳細

は担当課までお問い合わせください。

申込方法 ホームページから申込書をダウンロードし窓口に提出いただくか、いばらき電子申

請届出サービスからお申し込みください。利用開始日の 2週間前までに、申請して

ください。

申・問 企画政策課(内線 556）

③ 市内旅館・ホテルでリモートワークをしませんか

内容 旅館・ホテル名 受け入れ範囲 Wi-Fi 設備 利用者負担

割烹旅館 城山 全国 無 1,000 円

シティーホテル友部 全国 有（有線･無線） 無料

ビジネスホテルあさひ 県内 有（無線） 無料

ビジネスホテルふじぬま 県内 有（無線） 無料

ホテル イオ アルフェラッツ 全国 有（無線） 無料

海老惣 全国 無 無料

ETOWA KASAMA

※9月末までの期間限定
市内 有（無線） 1,000 円

いばらき電子申請サービス
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令和2年 8月 27日第2‐15号

JA 常陸と笠間市が実施している｢野菜 BOX｣のドライブスルー販売について、商品や販売方法が

リニューアルされます。新鮮な野菜をご家庭でぜひお召し上がりください。コロナ禍の中での事

業となりますので、皆さんのご利用をお願いします。

日時 毎週金曜日 午前 10 時～正午

販売内容 おまかせ Sセット：1,000 円(新鮮野菜詰め合わせ）

おまかせ Mセット：2,000 円(新鮮野菜詰め合わせ）

おまかせ Lセット：3,000 円(新鮮野菜詰め合わせ）

かさまのう米 2kg：1,180 円

かさまのう米 3kg：1,680 円

かさまのう米 5kg：2,680 円

※毎週各 15 セット限定。価格は税込です。現金と引換えで商品をお渡しします。

申込方法 1.ドライブスルー形式（FAX での申込み）

申込期限：受け取りたい週の火曜日まで

申込先：JA常陸笠間営農経済センター FAX 0296-74-2811

受取場所：笠間市役所 第 6駐車場(友部公民館脇郵便局跡地）

2.やさいデリ形式（FAXまたは電話での申込み）

タクシー事業者が｢野菜 BOX｣を利用者に代わり購入し、個人宅や会社までお届けし

ます。商品代のほか、代行料が 500 円かかります。

申込期限：受け取りたい週の火曜日まで

申込先：お住まいの地域のタクシー事業者（対応事業者は下記参照）

※注文表は JA 常陸みどりの風直売所または農政課に用意しています。市ホームページからもダ

ウンロードできます。

※やさいデリ形式の場合、タクシー事業者の都合によりご希望に沿えない場合がございます。

問 JA 常陸笠間営農経済センター ℡ 0296-74-4700

JA 常陸みどりの風直売所 ℡ 0296-78-3235

企画政策課(内線 556） 農政課(内線 527）

④ 新鮮野菜を詰め合わせた｢野菜 BOX｣をリニューアルします

地域 事業者名 電話番号 FAX

岩間 岩間タクシー(有) 0299-45-2103 0299-45-2300

笠間 関鉄水戸タクシー（株） 0120-721-206 0296-72-1136

友部 （有）友部ハイヤー 0296-77-1171 0296-77-1689

友部 関鉄ハイヤー（株） 0296-77-0067 0296-77-0232

8 月 20 日号の広報かさま｢お知らせ版｣に掲載した、タクシーによるテイクアウト商品宅配サ

ービスの対象店舗｢森の石窯パン屋さん｣について、対象店舗ではなくなりましたのでお知らせ

します。

タクシーによる配送は登録店舗のみとなり、随時、参加店舗の受け付けを行っています。

店舗登録についての詳細は市ホームページをご覧いただくか、企画政策課までお問い合わせ

ください。

問 企画政策課(内線 556）

⑤ テイクアウト商品宅配サービスの対象店舗が変更になりました

防災行政無線が聞き取れない場合にご利用ください。
防災行政無線フリーダイヤル ℡ 0120-996-131



【笠間地区】※○は通常どおり実施、斜線は通常と同じく休みになります。

・ 9月20日（日）から22日（火・祝）までは、｢エコフロンティアかさま｣の休業日となります。

9月 21 日（月・祝）の可燃ごみは 24日（木）に出してください。

9月 22 日（火・祝）の可燃ごみは 23日（水）に出してください。

・不燃ごみおよび資源物収集は、翌週の同じ曜日に振替収集を行います。

・し尿汲み取り・浄化槽清掃は、9月 19 日（土）から 22日（火・祝）まで休みとなります。

【友部・岩間地区】※○は通常どおり実施、斜線は通常と同じく休みになります。

・ごみ収集・ごみ持ち込みのどちらも通常どおりとなります。

・し尿汲み取り・浄化槽清掃は、9月 19 日（土）から 22日（火・祝）まで休みとなります。

問 環境保全課(内線 127）

⑦ 9月連休のごみ収集・し尿汲み取り・浄化槽清掃の日程を

お知らせします

19 日(土) 20 日(日) 21 日(月･祝) 22 日(火･祝) 23 日(水)

可燃ごみ収集 ○
休み

24日へ

休み

23日に振替

○

22日･23日分

不燃ごみ・

資源物収集
○

休み

28日に振替

休み

29日に振替
○

家庭ごみ持込 ○

事業系ごみ持込 ○ ○

し尿汲み取り･

浄化槽清掃
○

19 日(土) 20 日(日) 21 日(月･祝) 22 日(火･祝) 23 日(水)

ごみ収集 ○ ○ ○

ごみ持込 ○ ○ ○

し尿汲み取り・

浄化槽清掃
○
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市内の消費喚起と地域経済の早期回復を目的に、｢笠間市プレミアム付商品券2020｣を発行します。

対象 令和 2年 8月 1日を基準日として、継続して笠間市の住民基本台帳に記載のある世帯主の

方に商品券の申込案内を郵送します。なお、4月 28 日以降に新生児が誕生または令和3年

3 月 31 日までに誕生予定の世帯には、別途商品券の贈呈を予定していますので、該当さ

れる方には改めてご案内します。

申込期間 9 月 1 日（火）～15 日（火）

申込方法 郵送物に同封した申込用紙にご記入のうえ返信ください。引換方法や引換期間は同封

資料をご確認ください。

利用期間 10 月 2 日（金）～令和 3年 1月 31 日（日）

販売価格 1 冊 10,000 円の販売額で 13,000 円分利用できます。

問 商工課(内線 510) 笠間市商工会 友部事務所 ℡ 0296-77-0532

※商品券の利用期間等は、新型コロナウイルス感染症の状況により変更になる可能性があります。

⑥ ｢笠間市プレミアム付商品券 2020｣を発行します

｢ごみ処理ハンドブック｣は、笠間市のホームページからご覧いただけます。
http://www.city.kasama.lg.jp/（「ごみ処理」で検索）



次の案件について、パブリック・コメントを行います。「パブリック･コメント手続制度」は、

市の主要な施策や事業の立案を行う際に、素案を広く公開し、意見や情報をできる限り反映させ

る制度です。実施期間中は市公式ホームページ、市役所本所・各支所、各公民館、各図書館で素

案を閲覧できます。(市ホームページ⇒｢パブリック・コメント｣で検索)

皆さんのご意見、ご提案をお聞かせください。

案件名 笠間市デジタルトランスフォーメーション(DX)計画（案）

案の趣旨

デジタル技術の進展によるライフスタイルの変化、新型コロナウイルスによる行政サービスの

あり方の見直しおよび将来予測される行政サービスを供給する担い手の不足といった市を取り巻

く環境の変化を踏まえ、デジタル技術により既存の行政サービスや働き方を抜本的に改革する必

要があることから、市の目指す方向性と取り組むべき施策を定める計画を策定したものです。

意見の提出方法 窓口で直接または郵便、ファクス、メールで提出してください(書式自由）。

※いただいたご意見は、市からの回答とともに市ホームページに掲載します。

意見募集期間 9 月 3日（木）～22 日（火）

提出先・問 総務課(内線 218） 〒309-1792 笠間市中央 3-2-1

FAX 0296-78-0612 メール info@city.kasama.lg.jp

⑨ 皆さんの意見をお聞かせください

～パブリック・コメント手続き制度～

介護用品購入券の下期(10～3月分)の申請を受け付けています。次の申請期限までに申請され

た方への購入券の発送は、9月下旬を予定しています。

対象 要介護 3以上の笠間市の被保険者で在宅介護を受けていて、介護保険料を完納(対象者が

属する世帯全員)している方

次の施設に入所中の方も在宅扱いとなり対象です。

市内：ケアハウス、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、グループホーム

市外：ケアハウス、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅

※介護保険施設(特別養護老人ホームや介護老人保健施設)に入所中、または医療機関に

入院中の方は、対象になりません。

助成金額 月額 4,000 円

対象品目 排泄ケア用品、口腔ケア用品、清拭用品、消臭剤・防臭剤、介護用食器等

申請方法 介護保険証と印鑑を窓口まで持参してください。

申請期限 9 月 23 日（水）

※期限を過ぎても随時受け付けます。

申・問 高齢福祉課(内線 174) 笠間支所福祉課(内線 72133) 岩間支所福祉課(内線 73173)

⑧ 介護用品購入券の支給申請を受け付けます

⑤ぺージ
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令和2年 8月 27 日 第 2‐15号

便利な身分証明書 マイナンバーカード
取得はお早めに！



浄化槽は、微生物などの働きを利用して生活排水をきれいにする装置です。浄化槽の機能を十

分に発揮させるために、定期的な維持管理(保守点検・清掃）と検査が法律により義務付けられて

います。

豊かな自然を保全し、快適で住みよい環境づくりのため、浄化槽の適正な維持管理と法定検査

を行うよう、皆さんの協力をお願いします。

※法定検査を受けていない方には、県から受検指導文書が送付されます。また、県から委嘱され

た茨城県水質保全監視員が受検指導に伺う場合があります。

【一括契約システム】

保守点検・清掃・法定検査を一括して契約できます。契約を仲介する保守点検業者、清掃業者

または(公社)茨城県水質保全協会にお申し込みください。

問 下水道課(内線71111) 環境保全課(内線126）(公社)茨城県水質保全協会 ℡ 029-291-4004

茨城県県民生活環境部環境対策課 ℡ 029-301-2966

⑪ 浄化槽は維持管理と法定検査が必要です

区分 実施頻度 内容 申

保守

点検

10人槽以下の家庭用浄化槽

の場合、年3～4か月に1回

浄化槽の機器、送風機やタイマー

などの点検調査、消毒剤の補充

県に登録している

保守点検業者

清掃
年に 1 回以上(全ばっ気方式

は 6か月に 1回以上)

浄化槽内に溜まった汚泥などの

抜き取り

市の許可を受けた

清掃業者

法定

検査

浄化槽を使い始めてから

3～8か月以内に1回

(その後は年1回)

保守点検・清掃がきちんと行われ、

きれいな水が放流されているかを

検査

(公社)茨城県

水質保全協会

茨城租税債権管理機構では、一般の方も参加できる入札により不動産を公売します。

日時 10 月 6日（火）午後 0時 50 分～

場所 水戸合同庁舎 2階大会議室(水戸市柵町 1-3-1）

※売却区分番号 2-31 は、｢買受適格証明書｣の提出を要します。

※公売は事情により中止になる場合がありますので、事前にお問い合わせください。

※公売不動産等の詳細については、収税課で公売広報を無料で配布しています。また市ホーム

ページでも、詳しい内容をご覧いたただけます。

問 茨城租税債権管理機構 ℡ 029-225-1221 HP http://www.ibaraki-sozei.jp/

⑩ 不動産公売に参加しませんか

売却区分

番号
所在地 地目 地積（㎡） 見積価額 公売保証金

2-31 笠間市随分附字念仏塚 596 畑 438 70,000 円 10,000 円

2-32 水戸市鯉渕町字八ノ割 5951-112 畑 184 20,000 円 10,000 円

2-33 水戸市鯉渕町字八ノ割 5951-126 畑 503 90,000 円 10,000 円

2-34 水戸市鯉渕町字八ノ割 5951-127 畑 618 110,000 円 20,000 円
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小中学生の登下校の見守りをお願いします。



敬老の日限定で 65 歳以上の方に入館料割引キャンペーンを実施します。受付でスタッフまで

お声がけください。

日時 9 月 21 日（月・祝）

入館料 通常祝日料金 510 円のところ 400 円

〇9月の変わり湯は菊湯です。初秋の香りで夏の疲れをほぐしましょう。

※内容は変更になる場合があります。

日時 9 月 21 日（月・祝）、22日（火・祝）

入館料 中学生以上：510 円 小学生以下：300 円

場所 いこいの家はなさか(笠間市橋爪 586-4）

問 いこいの家はなさか ℡ 0296-77-5110 HP https://www.s-seiun.co.jp/shisetsu/hanasaka/

⑬ いこいの家はなさかからのお知らせです

笠間の農業振興、農業支援のために共に働いてくださる職員を募集します。

採用期間 令和 3年 4月 1日～

勤務時間 午前 8時 30 分～午後 5時 15 分（休憩時間：正午～午後 1時）

勤務場所 （一財）笠間市農業公社（笠間市中央 3-2-1）

職務内容 総務・人事・労務管理、経理・財務・会計、農産加工品の流通・販売、就農者の募集・

支援、農地の賃貸、グリーンツーリズムに関する業務

資格 平成元年 4月 2日から平成 15 年 4 月 1 日までに生まれた方

学校教育法による大学、高等学校を卒業、または令和 3年3月31日までに卒業見込みの方

※普通自動車運転免許要。パソコン(ワード、エクセル、メール等)ができる方。経理経験者や有

資格者(日商簿記 3級、日経簿記 2級または全商簿記 2級以上)優遇。

賃金 大学卒 182,200 円 高等学校卒 150,600 円

※初任給は、学歴や経歴などを考慮の上決定（年 2回賞与あり）

加入保険 健康保険・厚生年金保険・労災保険・雇用保険

募集人数 1 名

申込方法 ホームページを確認のうえ、必要書類を窓口に提出してください。

申込期限 9 月 25 日（金）必着

申・問 （一財）笠間市農業公社 ℡ 0296-73-6439 HP http://www.kasama-agri.jp/

⑫ 笠間市農業公社の職員を募集します

⑦ぺージ
2020-0827

令和2年 8月 27 日 第 2‐15号

新型コロナウイルス感染症に関する電話相談窓口

厚生労働省 ℡ 0120-565653 9 時～21 時(土日・祝日も実施）

茨城県庁内 ℡ 029-301-3200 8 時 30 分～22 時(土日・祝日も実施）

中央(旧水戸)保健所 ℡ 029-241-0100 9 時～17 時(平日のみ）



今回は、施設の長寿命化について紹介します。

建物は時間が経過すると、壊れたり不具合が起こりやすくなります。定期的な点検や調査を行

い、不具合が起きる前に予防的な改修をし、より長く利用していくことを長寿命化といいます。

〇長寿命化建物の選定手順

〇長寿命化における改修・更新時期の設定

※参考：建築物(鉄筋コンクリート造)の耐用年数は、50年～65 年です。

次回は、施設の複合化について紹介します。

問 資産経営課(内線 573）

⑭ これからの公共施設について 第 4回 -取組1 長寿命化-

 
大規模改修 長寿命化改修 大規模改修 建替え 

大規模改修

（1 回目）
長寿命化改修

大規模改修

（2 回目）
更新（建替え）

鉄筋コンクリート造

鉄骨鉄筋コンクリート造

重量鉄骨造

築 20年 築 40年 築 60年 築 80年

軽量鉄骨造

木造
築 25年 - － 築 50年

（現状回復等） （機能向上） （現状回復等）

劣化によるリスクを考慮し、計画的に施設管理

することが必要な建物か

譲渡や売却、貸付等の可能性がなく、今後の

維持・保有を想定している建物か

全 建 物

長寿命化しない建物長寿命化する建物

はい

いいえ

いいえ

はい

⑧ぺージ
2020-0827

【回覧】 次号は 9月 3日発行 第 2 - 16 号


